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ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会 

ボランティア運営業務 受託事業者公募実施要項 

 

この要項は、ワールドマスターズゲームズ 2027 関西（以下、「大会」という。）における

ボランティア運営業務を委託するにあたり、企画提案を広く募集し、受託業者を選定するた

めに必要な事項を定めるものである。 

 

１．委託業務名称  

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会ボランティア運営業務 

（以下、「本業務」という。） 

 

２．委託者 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会（以下、「神戸市実行委員会」

という。） 

 

３．事業目的 

本事業は、本大会の開催に向け、神戸市実行委員会が主催する競技の各会場等で活動す

るボランティアの募集・研修など、ボランティア業務の運営全般を円滑に遂行すること

ができるよう、事業者へ委託するものである。 

 

４．契約に関する事項  

（１）契約上限額 

47,000,000 円（消費税および地方消費税を含む）以内 

（２）契約期間 

契約締結日から 2027（令和９）年６月 30 日（水曜）まで 

（３）契約内容 

別添「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会 ボランティア運営

業務 委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（４）契約の方法 

実施事業にあたっての企画提案を公募し、最も優れた企画提案者として選定された

１者と業務委託契約を締結する。契約内容は神戸市実行委員会と協議のうえ、仕様書

および企画提案書の内容に基づき決定する。 

（５）その他 

①契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が神戸市契約事務等からの暴力団等の

排除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

②大会の主催者である国際マスターズゲームズ協会（以下、「IMGA」という。）や公益財

団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会（以下、「組織委員会」とい
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いう。）の判断により、大会が延期・中止となった場合は、契約期間満了を待つこと

なく契約を解除することがある。 

 

５．参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす者又は複数の者による共同企業体(以下、「共同企業体」と

する)とする。 

なお、共同企業体で参加するものにあっては、全ての構成事業者が次に掲げる要件をすべ

て満たすものとする。（※（８）は共同企業体として有していればよい。） 

(１)地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

(２)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基

づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。 

(３)国税（法人税または所得税および消費税をいう。）および地方税について未納の税額

がないこと。 

(４)参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名

停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと（神戸市入札参加資格の登録が無い

者等にあっては、上記措置の根拠に相当する事象が発生していないこと）。 

(５)神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けてい

ないこと（および除外措置の根拠に相当する事象が発生していないこと）。 

(６)暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合を含む）していないこ

と等「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条」に該当しないこ

と。 

(７)雇用保険法（昭和 49年法律第 116 号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正 11年法

律第 70 号）に基づく健康保険および厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115 号）に基

づく厚生年金保険に加入していること。ただし、法令により適用除外とされる者を除

く。 

(８)過去５年以内に競技大会またスポーツイベントのボランティア運営業務の実施経験

を有すること。 

 

６．参加資格の確認 

(１)参加資格を確認の上、参加資格の有無を担当者宛に電子メールで通知する。 

(２)期限までに提出書類を提出しなかった者および参加資格がないと確認された者は、本

件に参加することができない。なお、参加資格があると確認された者であっても、当該

確認後、５に掲げる参加資格を満たさないことが明らかになった場合、参加資格を取り

消すことがある。 
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７．応募手続き等に関する事項 

（１）提出書類 

提出書類 提出期限 提出部数 

参加申込書（様式１） 

（共同企業体の場合は共同企業体

参加届出書（様式２）も併せて提出） 

2025（令和７）年 11 月５日（水）17 時まで 

※提出後必ず電話により受信の確認を行うこ

と 

１部 

会社概要および事業実績（様式３） 同上 １部 ※① 

契約等からの暴力団関係者排除に

係る誓約書（様式４） 

同上 １部 ※① 

法人登記簿謄本または登記事項全

部証明書 

同上 １部 ※① 

納税証明書(国税および地方税) 同上 １部 ※① 

参加資格（８）の事業実績が分かる

資料（契約書の写し等） 

同上 １部 

企画提案書・見積書（様式自由） 2025（令和７）年 12 月５日（金曜）17 時 10 部（正本１部、

副本９部）※② 

※①神戸市の入札参加資格の登録がある場合は提出不要。 

※②企画提案書の副本は企業名および個人名を無記名で作成し、提案を行う社名等が

類推できる内容を記載しないこと。 

〈企画提案書・見積書（Ａ４判で様式は自由）〉 

・別添仕様書「６．委託業務の内容」の業務に基づいた内容を提案することとし、業務

内容を含めて 50 頁以内（表紙・目次は除く）とする。 

・見積書には、可能な限り作業項目ごとに積算根拠を示すこと。 

（２）提出先 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会事務局  担当：山口・長町 

住所：〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

1 号館 19階 神戸市文化スポーツ局スポーツ交流課内 

TEL：078-322-6537  E-mail：wmg2021kobe@city.kobe.lg.jp 

（３）提出方法 

・様式１・３ 

電子メールにて行うこと。提出後は必ず電話により受信の確認を行うこと。 

・様式２・４、企画提案書 

郵送又は持参すること。ただし、郵送の場合は、書留郵便又は簡易書留で行うこと。

データがある場合は電子メール等でデータも提出すること。 

（４）参加辞退 

参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、2025（令和７）年 12 月５日（金曜）17 時

までに「辞退届（様式６）」を（２）に記載の提出先までに郵送または持参すること。 

mailto:wmg2021kobe@city.kobe.lg.jp
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８．質疑応答 

（１）受付期限 

2025（令和７）年 11 月 12 日（水曜）17時まで（必着） 

（２）質問方法 

本要項 13に記載の問い合わせ先まで電子メールにて行うこと。 

（３）質問の様式 

様式５「提案書にかかる質問書」 

（４）質問への回答 

質問を一括して取りまとめの上、回答が準備でき次第、随時参加申込みをした全ての事

業者（参加資格有）の担当者宛に電子メールにて回答する。（※ただし、IMGA や組織委

員会に確認が必要な事項は、回答に時間を要する場合がある。） 

 

９．スケジュール 

公募開始 2025（令和７）年10月21日（火曜） 

参加申込書等の提出 2025（令和７）年11月５日（水曜）17時 ※厳守 

質問の受付期限 2025（令和７）年11月12日（水曜）〔随時回答〕 

質問に対する回答期間 2025（令和７）年11月19日（水曜） 

企画提案書等の提出 2025（令和７）年12月５日（金曜）17時 ※厳守 

プレゼンテーション審査 2025（令和７）年12月中旬（予定） 

選定結果の通知および公表 2025（令和７）年12月中旬（予定） 

契約の締結・業務開始 2025（令和７）年12月下旬（予定） 

 

10．選定方法および基準 

（１）選定方法 

①提出された企画提案書について、神戸市実行委員会が設置する「ワールドマスターズゲ

ームズ 2021 関西神戸市実行委員会ボランティア運営業務委託事業者に関する選定委員

会（以下、「選定委員会」とする）」において、プレゼンテーションおよびヒアリングを

実施のうえ評価基準に基づいて審査を行う。 

②応募者が１者の場合でも本プロポーザルは成立するものとする。 

③提出された企画提案書について、選定委員会において審査を行い、下記（５）ウに定め

る採択基準点を上回る応募者のうち、最も優れた応募者を契約候補者とする。 

④選定委員会による審査の結果、評価点が最も高い応募者が複数いる場合は、選定委員で

協議のうえ委託事業者を選定するものとする。 

⑤選定委員会による審査の結果、全ての応募者の獲得点数が下記（５）ウに定める採択基

準点を下回る場合は、本プロポーザルを不調とし、再度公募型プロポーザルを実施する

場合がある。 
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（２）審査項目および配点 

審査は、以下の項目により応募者の能力および提案内容から総合的に評価する。 

評価項目（配点） 評価のポイント 

① 企画作成 

（55点） 

ボランティア運営業務について基礎的な知識を有し、業務内容

を適切に把握できているか。確実にボランティアを集めること

ができる具体的・効果的なPR・広報を提案されているか。幅広

い方が選考に参加しやすく配慮し、かつ妥当な選考方法が提案

されているか。効果的に理解を深めてもらえるような研修プロ

グラム・研修方法等が提案されているか。参加意欲の維持・向

上や、活動の質の向上につながる取組みが提案されているか。

大会期間中の円滑な活動管理および管理運営を推進する提案が

なされているか。 

② 業務スケジュール 

（10点） 

業務スケジュールの考え方に妥当性があり、かつ実現性が高い

内容となっているか。 

③ 実施体制および実績 

（20点） 

各業務の遂行にあたり、必要な体制が取られ、効果的かつ的確

な運営手法が提案されているか。本業務を執行するにあたり、

十分な実績を有しているか。 

④ 価格加点 

（５点） 

費用が明確に示されているか、またその金額が内容と比較して

妥当なものか。 

⑤ 地元加点 

（10点） 

地元企業（本社が市内にある企業）の場合は10点、 

準地元企業（本社が市内にないが、支店等が市内にある企業）

の場合は５点を加点。 

共同企業体については、構成団体の全部が地元事業者に該当す

る場合は10点、構成団体の全部が地元・準地元事業者いずれか

に該当する場合は８点、構成団体の過半数以上が地元・準地元

事業者に該当する場合は５点を加点。 

合計  100点  

（３）プレゼンテーション審査について 

ア 日時 2025（令和７）年 12 月中旬（予定） 

イ 場所 神戸市役所１号館 19 階会議室（変更の可能性あり） 

ウ 出席者 ４名以内 

エ 方法 各提案者 30 分程度のプレゼンテーションを実施し、終了後に質疑応答を行う。 

      ※プレゼンテーションに要するモニター等は神戸市実行委員会で準備するが、

投影操作用のパソコンは提案者側で用意すること。 

（４）注意事項 

ア 提案書等の提出が提出期限に遅れた場合は、失格とする。 
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イ 審査結果に影響を与えるような行為が認められた場合は、失格とする。 

ウ プレゼンテーションにおける説明は、提出のあった企画提案書で行うものとする。 

エ 提出済みの企画提案書とプレゼンテーションで使用する資料について、内容の追

加・変更は認めない。もし内容に差異があった場合は、提出済みの企画提案書の内

容で審査・選考を行う。 

（５）審査方法 

ア 評価基準に基づき選定委員会による審査を行う。上記評価項目・配点にて採点を行

ったうえで、項目ごとに審査員の点数の平均値を算出。それらの合計点を評価点と

し、下記ウに記載の採択基準点を満たす事業者のうち、その最上位事業者を契約候

補者として選定する。 

イ 選定委員会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

ウ 契約候補者として採択されるための採択基準点は、100 点満点中 60 点以上である

こととする。 

（６）失格事由 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意志について相談を行うこと。 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

すること。 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（７）選定結果の通知および公表 

ア 選定結果は決定後速やかに、全ての選定委員会参加者に通知する。 

イ 選定の経緯は公表しないこととし、選定結果に対する異議申し立ては一切受け付

けない。 

 

11．審査後の手続き 

神戸市実行委員会は、選定した契約候補者と契約協議を行い、詳細な業務内容および契約

条件について合意した後に委託契約を締結する。 

ただし、契約候補者と契約条件について合意に達しなかった時は、次点の事業者（採択基

準点を上回る者とする）を契約候補者として協議を行い、合意した後に委託契約を締結する。 

なお、契約候補者と選定された場合でも、選定委員会にて提案した内容すべてが必ず実施

できることを担保するものではない。神戸市実行委員会との協議の中で、提案内容を一部修

正する場合がある。また、大会の主催者である IMGA および組織委員会の方針変更等により、

契約内容の一部ないし全部を修正する場合がある。 
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12．留意事項 

（１）資料の作成および提出にかかる費用はすべて参加者の負担とする。 

（２）採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象になる。 

（３）全ての提出書類は返却しない。また、提出された書類は、審査・業者選定の用以外に

応募者に無断で使用しない。 

（４）提出書類の著作権はそれぞれ提案者に帰属するが、選定を行う作業に必要な範囲内で

神戸市実行委員会事務局は無断・無償で複製を作成できるものとする。 

（５）期限後の提出、差し替え等は認めない。 

（６）提出書類に虚偽の記載をした場合は、参加資格を無効とする。 

（７） 提出された書類で不備・不明な点があれば、提案者の不利になることがある。ただ

し、職員から内容の確認を行うことがあるので、この場合は速やかに対応すること。 

（８）事業の実施に係る物品の調達等に際しては、神戸市内企業への発注を検討すること。 

（９）当契約に係る金額の表示はすべて消費税および地方消費税を含む額とすること。 

 

13．担当および問い合わせ先 

ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会事務局  担当：山口・長町 

住所：〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

市役所１号館 19 階 神戸市文化スポーツ局スポーツ交流課内 

TEL：078-322-6537  E-mail：wmg2021kobe@city.kobe.lg.jp 

 

(付則書類) 

 ◆別紙 

 ・別紙-ワールドマスターズゲームズ 2021 関西神戸市実行委員会ボランティア運営業務 

仕様書    

 ・別紙-委託契約約款 

◆様式                    

 ・様式１-参加申込書 

 ・様式２-共同企業体参加届出書 

 ・様式３-会社概要および事業実績 

 ・様式４-契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書 

 ・様式５-提案書に係る質問書 

 ・様式６-辞退届 

mailto:wmg2021kobe@city.kobe.lg.jp

